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鳥取県公立学校の校長としての資質の向上に関する指標を、以下のとおり一部改定する。 

 

１ 改定の概要 

令和７年２月の「公立の小学校等の校長及び教員としての資質の向上に関する指標の策定に関する

指針の改正」（以下「指針の改正」という。）、令和７年９月の「給特法改正を踏まえた関係指針の改正

等に係る留意事項通知」（以下「留意事項通知」という。）等を踏まえ、校長の指標について所要の改定

を行うもの。 

 

２ 主な改定内容 

・指針の改正において、「校長の指標を定める際の観点として、学校における働き方改革を具体的に進

めることも課題意識の一つとして持つことが重要」である旨が明記されたことを受け、指標中に新規

項目として「働き方改革の推進」を設け、校長としてのマネジメントの重要性等について記載した。 

・留意事項通知等において、「校長には教職員の心身の健康を損なうことが無いよう注意する安全配慮

義務がある」旨が改めて明記されたこと等を受け、教職員の健康管理等にあたってはその旨を認識す

るよう追記した。 

・カスタマーハラスメントが社会問題として認識され、学校においても外部からの過剰な要求等が課

題となる中、留意事項通知や「学校と教師の業務の３分類」にもその対応が明記されたこと等を受

け、そうした要求等に対して校長が果たすべき役割について追記した。 

・「特別な配慮や支援を必要とする児童生徒」は、障がいのある児童生徒や外国人児童生徒など、多様

であることから、個別の状況に応じた配慮や支援が適切に行われるよう、対応内容について幅を持た

せる趣旨の追記を行った。 

 

３ 施行期日 

令和８年４月１日 

 



令和８年４月１日　鳥取県教育委員会

校　　長

よりよい社会の実現に向け、学校の役割を認識するとともに、社会人として広い視野と深い洞察力、豊かな人間性
を有し、自他の価値を尊重している。

学校教育を取り巻く環境の変化や生じる課題を多角的に捉え、その解決に向けた柔軟な発想力と対応能力を有し
ている。

児童生徒に対する理解を深め、自発的・主体的な成長や発達を支援することができるとともに、教育に対する使命
感や責任感を持って意欲的に行動する実践力を有している。

教育全般に関する知見や経験を有し、児童生徒の主体的な学びを支援することができるとともに、学校運営に関し
て教職員に対して的確な指導を行うなど、人材を育成する力や組織を動かす力を有している。

組織のリーダーとして、学校内の多様な人材、家庭や地域等と連携・協働を図る力を有している。

教育公務員としての倫理観及び法令遵守の精神を有している。

将来の国や県を担う児童生徒の心身ともに健全な育成に向けて、教育的識見に基づく明確な教育理念を有してい
る。

国や県の教育改革の動向や今日的な教育課題を認識し、自校における適切な教育目標を設定するとともに、その
目標達成に向けた総合的な経営ビジョンや経営戦略を構築している。

今日的な教育課題や学校における児童生徒の教育データや実態、保護者や地域等の学校を取り巻く環境について
の情報を広く収集した上で的確に整理、分析し、関係者と共有を図りつつ、学校としての目指す方向性や学校教育
活動の柱を明確に定めている。

様々な経験や専門性を持った教職員のそれぞれの強みや適性等を生かした学校経営への参画を促す工夫や雰囲
気の醸成を行うとともに、学校と保護者や地域等との熟議や話し合いを通して目標やビジョンを共有し、相互に連
携・協働しながら児童生徒の育成及び学校の特色化・魅力化に取り組んでいる。

学校課題を的確に把握し、その解決に向けた取組の方向性を主体的に判断するとともに、教職員の理解と納得を
得る的確なコミュニケーション力によって学校全体の組織的な行動につなげるリーダーシップを有している。

危機管理体制（危機管理マニュアル）等を把握し、教育活動や学校施設等、学校全体を広く見渡す視点に立って体
制整備や点検を行うとともに、学校外からの過剰な要求等について、法令等を根拠とした対外的な説明責任を果た
すほか、教育委員会等の行政機関と連携した対応につなげるなど、危機等の未然防止策を講じている。また、危機
等の発生時には児童生徒等の安全確保に向けて迅速かつ的確な対応を行うとともに、対応後には必要に応じて保
護者や地域等への説明を適切に行っている。

学習指導要領の内容を十分に理解し、今後の社会で求められる人材育成の視点に立って、「主体的・対話的で深
い学び」の実現に向けた授業の在り方を積極的に研究・実践するなど、授業改革の取組を推進している。

児童生徒の実態や学校の特色、地域の実情などの現状を把握し、児童生徒が「何をしたいのか」、「何をできるよう
になりたいのか」という将来の生き方のビジョンを描くことができるための「キャリア教育の全体計画・年間指導計画」
を適切に策定し、キャリア教育を計画的に推進している。

特別な配慮や支援を必要とする児童生徒の特性等を理解し、学校全体として組織的に児童生徒一人一人の教育
的ニーズに応じた学習上・生活上の支援を工夫するとともに、「個別の教育支援計画」、「個別の指導計画」等に基
づき、保護者及び関係機関等と密接な連携を図る体制を構築している。

学校ＣＩＯとして、学校におけるＩＣＴの活用の意義を理解し、授業や校務等でのＩＣＴの効果的な活用や情報・教育
データの適切な活用の推進に向けた体制を構築している。

学校全体の児童生徒指導上の個別課題について共通理解を図るとともに、スクールカウンセラーやスクールソー
シャルワーカー等の関係者及び児童相談所等の関係機関との連携を密にし、課題解決に向けて組織的に対応する
体制を構築している。

自らが自身の人間性を高めることに努めている。また、教職員それぞれの個性や能力、適性等を理解し、教職員が
思いや悩み事を管理職に相談しやすい雰囲気を作るなど風通しの良い職場づくりに努めることで、教職員との適切
な信頼関係を構築している。

児童生徒へのよりよい教育活動に向け、教職員一人一人がその意欲と能力を最大限発揮できる環境を整えるた
め、ＩＣＴ等を活用した業務の削減、効率化推進や、学校運営協議会等を通じた地域や保護者との連携・協働によ
る、学校及び教員が担う業務の適正化などに取り組み、働き方改革の推進に努めている。

教職員の心身の健康を損なうことが無いよう注意する安全配慮義務があることを認識し、教職員の日常の勤務状
況等を的確に把握し、適切に業務分担を行ったり、適宜相談に応じたりするなどの配慮をとおして、教職員の健康
管理（メンタルケア）に努めている。また、必要に応じて組織体制の変更等も柔軟に行いながら、教職員が意欲的か
つ自主的に職務に専念できるような職場環境づくりに努めている。

教職員が主体的に設定した目標の達成に向けて、法令を順守しながら意欲的に取り組むことができるように指導助
言を行っている。また、職務遂行状況（能力や実績）を教職員の育成段階に応じて公正かつ適正に評価することをと
おして、教職員の人材育成及び資質能力の向上を図っている。

児童生徒や保護者への対応、地域等との連携などの様々な学校課題に対して、教職員が課題やトラブルを一人で
抱え込むことがないよう、「チーム学校」（効果的・効率的な組織）の意識醸成に努めることで、教職員の連携・協働
体制を構築している。

　※　必要に応じて、「児童生徒」は「幼児児童生徒」と読み替える。
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